
特定薬剤治療管理料
●特定薬剤治療管理料は、投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月１回に限り算定する。
●同一の患者につき特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を月２回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は１回に限り算定す
ることとし、第１回の測定及び計画的な治療管理を行ったときに算定する。
●本管理料には、薬剤の血中濃度測定、当該血中濃度測定に係る採血及び測定結果に基づく投与量の管理に係る費用が含まれるものであり、１月のうちに２回以
上血中濃度を測定した場合であっても、それに係る費用は別に算定できない。ただし、別の疾患に対して別の薬剤を投与した場合（例えば、てんかんに対する抗
てんかん剤と気管支喘息に対するテオフィリン製剤の両方を投与する場合）及び同一疾患について、同一の区分に該当しない薬剤を投与した場合（例えば、発
作性上室性頻脈に対してジギタリス製剤及び不整脈用剤を投与した場合）はそれぞれ算定できる。

●薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に記載する。
●特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについては、その都度当局に内議し、最も近似する測定及び治
療管理として準用が通知された算定方法により算定する。

太文字は総合検査案内書掲載項目です
薬　物　名 検　査　項　目 対　象　疾　患　等 初回月＊1 2 ～ 3カ月 4カ月以降

ジギタリス製剤 ジゴキシン
心疾患

470
＋
280

470 235

重症うっ血性心不全
（急速飽和＊3 を行った場合）

740
（急速飽和完了日 1回に限る）

抗てんかん剤

フェノバルビタール、プリミドン、フェニトイン、遊離
フェニトイン、カルバマゼピン、エトスクシミド、バル
プロ酸、遊離バルプロ酸、ゾニサミド、トリメタジオン、
クロナゼパム、ニトラゼパム、ジアゼパム、クロバザム、
ガバペンチン、アセタゾラミド、ラモトリギン、レベチ
ラセタム、トピラマート

てんかん＊4
470
＋
280

470

てんかん重積状態
（全身性けいれん発作重積状態）

740
（重積状態の消失日 1回に限る）

カルバマゼピン、遊離バルプロ酸
バルプロ酸 躁うつ病又は躁病 470

＋
280

470

遊離バルプロ酸、バルプロ酸 片頭痛 470 235

テオフィリン製剤 テオフィリン 気管支喘息、喘息性（様）気管支炎、慢性気管支
炎、肺気腫、未熟児無呼吸発作

470
＋
280

470 235

不整脈用剤

プロカインアミド、Ｎ -アセチルプロカインアミド、ジ
ソピラミド、キニジン、アプリンジン、リドカイン、ピ
ルジカイニド塩酸塩、プロパフェノン、メキシレチン、
フレカイニド、シベンゾリンコハク酸塩、ピルメノール、
アミオダロン、ソタロール塩酸塩、べプリジル塩酸塩

不整脈
（断続的に投与）

470
＋
280

470 235

ハロペリドール製剤 ハロペリドール
統合失調症

470
＋
280

470 235
ブロムペリドール製剤 ブロムペリドール

リチウム製剤 リチウム 躁うつ病
470
＋
280

470 235

免疫抑制剤

シクロスポリン、タクロリムス水和物、エベロリムス、
ミコフェノール酸モフェチル

臓器移植後
（拒否反応の抑制）

470
＋

2740＊2
470

シクロスポリン

ベーチェット病（活動性・難治性眼症状を有する
もの）、その他の非感染性ぶどう膜炎（既存治療
で効果不十分で、視力低下のおそれのある活動性
の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る）、
重度の再生不良性貧血、赤芽球癆、尋常性乾癬、
膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身
型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎（既存治療で
十分な効果が得られない患者に限る）、ネフロー
ゼ症候群

470
＋
280

470

タクロリムス水和物
全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎
炎、潰瘍性大腸炎、間質性肺炎（多発性筋炎又は
皮膚筋炎に合併するものに限る）

サリチル酸系製剤 サリチル酸
若年性関節リウマチ
リウマチ熱
慢性関節リウマチ
（継続的に投与）

470
＋
280

470 235

アミノ配糖体抗生物質 ゲンタマイシン、トブラマイシン
アミカシン、アルベカシン

（入院患者に数日間以上投与）
470
＋
280

470 235
グリコペプチド系抗生物質 バンコマイシン

テイコプラニン

トリアゾール系抗生物質 ボリコナゾール
重症又は難治性真菌感染症又は造血幹細胞移植
（造血幹細胞移植の患者にあっては、深在性真菌
症の予防を目的とするものに限る）
（入院患者に数日間以上投与）

メトトレキサート メトトレキサート 悪性腫瘍 470
＋
280

470 235

イマチニブ イマチニブ 当該薬剤の適応疾患
（慢性骨髄性白血病など）

470
＋
280

470 235

エベロリムス
（抗悪性腫瘍剤） エベロリムス 結節性硬化症に伴う上衣下巨細胞性星細胞腫 470

＋
280

470 235

シロリムス製剤 シロリムス リンパ脈管筋腫症 470
＋
280

470 235

スニチニブ
（抗悪性腫瘍剤） スニチニブ 腎細胞癌 470

＋
280

470 235

＊ 1　�免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、１回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、280 点を所
定点数に加算する。

＊ 2　臓器移植後の患者に対して、免疫抑制剤の投与を行った場合は、臓器移植を行った日の属する月を含め３月に限り、2,740 点を所定点数に加算する。
＊ 3　急速飽和とは、重症うっ血性心不全の患者に対して２日間程度のうちに数回にわたりジギタリス製剤を投与し、治療効果が得られる濃度にまで到達させることをいう。
＊ 4　�てんかんの患者であって、２種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて、同一暦月に血中の複数の抗てんかん薬の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精

密に管理した場合は、当該管理を行った月において、２回に限り所定点数を算定できる。

特定薬剤治療管理料

特定薬剤治療管理料薬物検査

薬
物
検
査

46

BIKEN総合検査案内.indb   46 18/05/28   18:17

感

染

症

関

連

検

査

検 査 項 目 検体量
(mL) 検査方法 基  準  値 提出条件

・備考
所要
日数容器 検査目的および異常値

を示す主な疾患名項目コード

［1358］トキソプラズマIgG抗体（判定基準）
IU/ｍＬ
6未満
6～8
9以上

判　定
陰　性
判定保留
陽　性

トキソプラズマの感染は認められません。
低濃度の抗体が認められ、トキソプラズマの感染の疑いがあります。
トキソプラズマ感染が疑われます。

解　　釈
［1356］トキソプラズマIgＭ抗体（判定基準）

Cut off index
0.8未満
0.8～0.9
1.0以上

判　定
陰　性
判定保留
陽　性

最近のトキソプラズマ感染のないことが考えられます。
10～20日後に再検査およびトキソプラズマIgG抗体
検査による確認をお勧めします。

解　　釈

保存
（安定性）

実施料
判断料

カンジダ症

深在性真菌症

クリプトコックス
感染症
夏型過敏性肺炎

カンジダ抗原半定量

（1→3）－β－Dグルカン

クリプトコックス・
ネオフォルマンス抗原

血液3.0

血清0.8

髄液0.8

1 冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

113

1

1

1

1

LA法

LA法

発色合成基質法

5～7

3～5

3～5

138❶❷
免疫

213❷
免疫

179❷
免疫

敗血症（細菌性）鑑別診断のカットオフ値
敗血症（細菌性）重症度判定のカットオフ値

pg/mL

倍

pg/mL

5298

3326

5073 （―）
2未満

20以下

陰性

※02

※33

※33

※33

※33

※02

※01

※33

※02

専用容器に無菌的に
血液3mL採取し、混
和後冷蔵保存

血清0.4

15
免疫

29
免疫

95
免疫

93
免疫

79❺
免疫

LA法

PA法

ELISA法

ＣＦ法
補体結合反応

239以下

1280以下

0.8未満
判定基準：下記参照

6未満
判定基準：下記参照

４倍未満

血清0.6

血清0.2

血清0.3

血清0.2
速やかに遠心

抗ストレプトリジンＯ
（ASO）
抗ストレプトキナーゼ半定量
（ASK半定量）

トキソプラズマIgM抗体

トキソプラズマIgG抗体

オーム病クラミジア
（シッタシ抗体）

1075

1078

1356

1358

3026

IU/mL

IU/mL

倍

1～3

3～5

3～5

4～6

専用容器に無菌的に
血液3mL採取し、混
和後冷蔵保存

A群溶連菌感染症
ウイルス性肝炎
ネフローゼ症候群

A群溶連菌感染症

トキソプラズマ
感染症

グラム陰性桿菌
　　　　  感染症

クラミジア
　シッタシ感染症
オウム病　間質性肺炎

倍

1326 エンドトキシン（ES） 血液3.0 113 3～5 250❻
免疫 比濁時間分析法 5.0以下

ng/mL
細菌性敗血症4880 プロカルシトニン定量（PCＴ） 血清0.5 1

1

2

2～3 301❻
生Ⅰ ECLIA法 0.05以下

（下記参照）

［4880］プロカルシトニン定量 ng/mL
0.50未満
2.00以上

E D T A（ 抗 凝 固
剤）は酵素処理に
影響を与え、検査
不能となる場合が
あ り ま す の で 、
EDTAの使用は避
けてください。

EIA法

EIA法65
※01

※02

U/mL
ヘリコバクター・
ピロリ感染症

4740
ヘリコバクター
・ピロリ抗原（便）

1384 ヘリコバクター・ピロリ
抗体-IgG

糞便

1

3～5

3～5

146❸
免疫

80❹
免疫 10未満：陰性

（－）

血清0.3

❶カンジダ抗原定性、半定量又は定量はカンジダ血症又は、カンジダ肺炎の診断の目的で行った場合に算定する。
❷（１→３）－β－Ｄグルカンは発色合成基質法又は比濁時間分析法により深在性真菌感染症が疑われる患者に対する治療法の選択又は深在性真菌感

染症に対する治療効果の判定に使用した場合に算定する。なお、本検査をカンジダ抗原定性、半定量又は定量、Ｄ・アラビニトール、アスペルギルス抗
原又はクリプトコックス抗原定性又は半定量と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

❸ア　糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原定性は、EIA法又は免疫クロマト法により測定した場合に限り算定できる。
　イ　当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する
　　　取扱いについて」（平成12年10月31日保険発第180号）に即して行うこと。
❹当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いにつ

いて」（平成12年10月31日保険発第180号）に即して行うこと。
❺ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（76ページ参照）
❻プロカルシトニン（ＰＣＴ）定量又は同半定量は、敗血症（細菌性）を疑う患者を対象として測定した場合に算定できる。ただし、区分番号「Ｄ０１２」感

染症免疫学的検査の「43」のエンドトキシンを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

5E142-0000-023-117

5E151-0000-019-271

5E049-0000-019-297

5C215-0000-023-053

5E140-0000-023-062
5E140-0000-041-062

5E035-0000-023-062

5E036-0000-023-117

5E157-0000-023-023

5E156-0000-023-023

5E026-0000-023-141

5E068-0000-015-023

5E065-0000-023-023

1 プレイン容器 65 糞便中ヘリコバクターピロリ抗原検査2 滅菌スピッツ 113 エンドトキシン・β-D-グルカン

免疫学的検査

感染症関連検査

感染症関連検査

免
疫
学
的
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査
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検 査 項 目 検体量
(mL) 検査方法 基  準  値 提出条件

・備考
所要
日数容器項目コード

［1458］アスペルギルス抗原（判定基準）
Cut off index

0.5未満
0.5以上

判　定
（－）
（＋）

［3435］［3434］百日咳菌IgA、百日咳菌IgM（判定基準）
NTU値
＜8.5

8.5～11.5
＞11.5

※2～4週間後に採血した血清による再検査をお勧めいたします。

判定
陰性（－）

判定保留（±）※
陽性（＋）

検査目的および異常値
を示す主な疾患名

実施料
判断料

保存
（安定性）

32❻
免疫

300
微生物

116❹
免疫

1.50以下（ー）

血清0.7

アニサキスlgG・A抗体

1458 3～5

百日咳

つつが虫病

アニサキス症

マイコプラズマ
　　　　  感染症

注　*１・２・３

深在性真菌症

ツツガムシギリアム　IgG

ツツガムシギリアム　IgM

ツツガムシカトー　IgG

ツツガムシカトー　IgM

ツツガムシカープ　IgG

ツツガムシカープ　IgM

1345

百日咳菌　IgＡ3435

百日咳菌　IgM3434

1341

1346

1342

1347

1343

213❷
免疫

213❷
免疫

213❷
免疫

倍

1

1

1

1

1

1

1

1

血清0.3

EIA法

EIA法

ＦＡ法
（蛍光抗体法）

ＦＡ法
（蛍光抗体法）

ＦＡ法
（蛍光抗体法）

164❶
免疫 下記参照

ＥＩＡ法

ＥＩＡ法

※01

2～5

4～6

5～7

EU/mL

アスペルギルス抗原

百日咳菌抗体 血清0.5

血清0.2

血清0.2

血清0.2

血清0.2

血清0.2

血清0.2

血清0.2

4～6 272
免疫

80
免疫

PT-IgG抗体  :10未満
FHA-IgG抗体 :10未満

4～7

4～7

4～7

10未満

1476

4975

4973

マイコプラズマ核酸検出

0334 マイコプラズマ抗体

3107 ＭＡＣ抗体（抗酸菌抗体定性）

血清0.3

105咽頭ぬぐ
い液　　

106喀痰2.0

1血清0.2

8～15 210❸
免疫

PA法

ＬＡＭＰ法

40未満

陰性

陰性

判定：（―）
抗体濃度：0.70未満

（参考値）

COI

倍

U/mL

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

630❺
免疫

ＥＬⅠＳＰＯＴ法
（Enzyme Linked
Immunospot法）

4～54965
Ｔ-ＳＰＯＴ・ＴＢ
（インターフェロン-γ遊離試験） 107ヘパリン加血液

血液9.0 陰性室温

ELISA法

凍結
（21日）

冷蔵
（28日）

咽頭ぬぐい液は、滅菌綿
棒で拭い、滅菌ポリスピ
ッツに綿棒を入れて凍結
保存してください。他項
目との重複依頼は避け
てください。本検査はコ
ンタミネーションの影響
がより大きくなりますの
で検体採取にあたって
は取り扱いに十分ご注
意ください。

依頼書に採血日時をご記入
ください。採血後、規定時
間内(32時間)に検査を実
施する必要があります。

予約検査

（－）

下記参照

※01

※02

114 LAMP法百日咳菌核酸検出
後鼻腔ぬ
ぐい液　 3～5

3～5

360❼
微生物3418 絶凍

後鼻腔ぬぐい液は、フロックスワブに
て採取したのち、速やかに付属のチ
ューブに入れて、凍結保存してくだ
さい。採取前のスワブ取出時やチュ
ーブ内挿入時には、スワブ先端部が
汚染しないようにご注意ください。
ほかの検査項目との共用依頼はでき
ませんのでご注意ください。

単独検体

※01

※33

※02

※01

※06

※02

※01

*1　休日及び休日の前日は受託できません。土曜日は不可です。ご注意ください。受託可能日は月～金（平
日）で、ご予約のご連絡をお願いいたします。

*2　午前診療の回収便にて集配いたします。それまでに採血をお願いいたします。
*3　ご提出いただいた検体から検査に十分な細胞(末梢血単核球)数が得られない場合は参考値または検査

不能となる場合があります。
❶アスペルギルス抗原はLA法又はELISA法により、侵襲性肺アスペルギルス症の診断のために実施した場

合にのみ算定できる。
❷ツツガムシ抗体定性又は半定量は各株ごとに算定する。
❸アニサキスlgG・A抗体は、腸アニサキス症、肉芽腫を伴う慢性胃アニサキス症又はアニサキス異所迷入例
（肺アニサキス症等）における診断のために測定した場合のみ算定できる。

❹抗酸菌抗体定量又は抗酸菌抗体定性は、金コロイド免疫測定法又はＥＩＡ法により実施した場合に算定する。
❺結核菌特異的インターフェロン-γ産生能は、診察又は画像診断などにより結核感染が強く疑われる患者を

対象として測定した場合のみ算定できる。
❻マイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量、マイコプラズマ抗原定性（免疫クロマト法）、マイコ

プラズマ抗原定性（FA法）を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
❼百日咳菌核酸検出は、関連学会が定めるガイドラインの百日咳診断基準における臨床判断例の定義を満

たす患者に対して、LAMP法により測定した場合に算定できる。

5E148-0000-023-023

5E054-0000-023-023

5E128-0000-023-162

5E101-0000-023-023

5E102-0000-023-023

5E129-0000-023-162

5E125-0000-023-162

5E126-0000-023-162

5E122-0000-023-162

5E123-0000-023-162

5E201-0000-023-023

5E106-0000-023-117

6B616-0000-064-883
6B616-0000-061-883

5E069-0000-023-023

5E301-0000-019-031

6B636-0000-063-883

1 プレイン容器 105 Lamp専用容器 106 Lamp専用容器 107 T-SPOT・TB専用容器 114 百日咳菌核酸

感染症関連検査
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感

染

症

関

連

検

査

検 査 項 目 検体量
(mL) 検査方法 基  準  値 提出条件

・備考
所要
日数容器項目コード

［1458］アスペルギルス抗原（判定基準）
Cut off index

0.5未満
0.5以上

判　定
（－）
（＋）

［3435］［3434］百日咳菌IgA、百日咳菌IgM（判定基準）
NTU値
＜8.5

8.5～11.5
＞11.5

※2～4週間後に採血した血清による再検査をお勧めいたします。

判定
陰性（－）

判定保留（±）※
陽性（＋）

検査目的および異常値
を示す主な疾患名

実施料
判断料

保存
（安定性）

32❻
免疫

300
微生物

116❹
免疫

1.50以下（ー）

血清0.7

アニサキスlgG・A抗体

1458 3～5

百日咳

つつが虫病

アニサキス症

マイコプラズマ
　　　　  感染症

注　*１・２・３

深在性真菌症

ツツガムシギリアム　IgG

ツツガムシギリアム　IgM

ツツガムシカトー　IgG

ツツガムシカトー　IgM

ツツガムシカープ　IgG

ツツガムシカープ　IgM

1345

百日咳菌　IgＡ3435

百日咳菌　IgM3434

1341

1346

1342

1347

1343

213❷
免疫

213❷
免疫

213❷
免疫

倍

1

1

1

1

1

1

1

1

血清0.3

EIA法

EIA法

ＦＡ法
（蛍光抗体法）

ＦＡ法
（蛍光抗体法）

ＦＡ法
（蛍光抗体法）

164❶
免疫 下記参照

ＥＩＡ法

ＥＩＡ法

※01

2～5

4～6

5～7

EU/mL

アスペルギルス抗原

百日咳菌抗体 血清0.5

血清0.2

血清0.2

血清0.2

血清0.2

血清0.2

血清0.2

血清0.2

4～6 272
免疫

80
免疫

PT-IgG抗体  :10未満
FHA-IgG抗体 :10未満

4～7

4～7

4～7

10未満

1476

4975

4973

マイコプラズマ核酸検出

0334 マイコプラズマ抗体

3107 ＭＡＣ抗体（抗酸菌抗体定性）

血清0.3

105咽頭ぬぐ
い液　　

106喀痰2.0

1血清0.2

8～15 210❸
免疫

PA法

ＬＡＭＰ法

40未満

陰性

陰性

判定：（―）
抗体濃度：0.70未満

（参考値）

COI

倍

U/mL

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

冷蔵

630❺
免疫

ＥＬⅠＳＰＯＴ法
（Enzyme Linked
Immunospot法）

4～54965
Ｔ-ＳＰＯＴ・ＴＢ
（インターフェロン-γ遊離試験） 107ヘパリン加血液

血液9.0 陰性室温

ELISA法

凍結
（21日）

冷蔵
（28日）

咽頭ぬぐい液は、滅菌綿
棒で拭い、滅菌ポリスピ
ッツに綿棒を入れて凍結
保存してください。他項
目との重複依頼は避け
てください。本検査はコ
ンタミネーションの影響
がより大きくなりますの
で検体採取にあたって
は取り扱いに十分ご注
意ください。

依頼書に採血日時をご記入
ください。採血後、規定時
間内(32時間)に検査を実
施する必要があります。

予約検査

（－）

下記参照

※01

※02

114 LAMP法百日咳菌核酸検出
後鼻腔ぬ
ぐい液　 3～5

3～5

360❼
微生物3418 絶凍

後鼻腔ぬぐい液は、フロックスワブに
て採取したのち、速やかに付属のチ
ューブに入れて、凍結保存してくだ
さい。採取前のスワブ取出時やチュ
ーブ内挿入時には、スワブ先端部が
汚染しないようにご注意ください。
ほかの検査項目との共用依頼はでき
ませんのでご注意ください。

単独検体

※01

※33

※02

※01

※06

※02

※01

*1　休日及び休日の前日は受託できません。土曜日は不可です。ご注意ください。受託可能日は月～金（平
日）で、ご予約のご連絡をお願いいたします。

*2　午前診療の回収便にて集配いたします。それまでに採血をお願いいたします。
*3　ご提出いただいた検体から検査に十分な細胞(末梢血単核球)数が得られない場合は参考値または検査

不能となる場合があります。
❶アスペルギルス抗原はLA法又はELISA法により、侵襲性肺アスペルギルス症の診断のために実施した場

合にのみ算定できる。
❷ツツガムシ抗体定性又は半定量は各株ごとに算定する。
❸アニサキスlgG・A抗体は、腸アニサキス症、肉芽腫を伴う慢性胃アニサキス症又はアニサキス異所迷入例
（肺アニサキス症等）における診断のために測定した場合のみ算定できる。

❹抗酸菌抗体定量又は抗酸菌抗体定性は、金コロイド免疫測定法又はＥＩＡ法により実施した場合に算定する。
❺結核菌特異的インターフェロン-γ産生能は、診察又は画像診断などにより結核感染が強く疑われる患者を

対象として測定した場合のみ算定できる。
❻マイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量、マイコプラズマ抗原定性（免疫クロマト法）、マイコ

プラズマ抗原定性（FA法）を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
❼百日咳菌核酸検出は、関連学会が定めるガイドラインの百日咳診断基準における臨床判断例の定義を満

たす患者に対して、LAMP法により測定した場合に算定できる。

5E148-0000-023-023

5E054-0000-023-023

5E128-0000-023-162

5E101-0000-023-023

5E102-0000-023-023

5E129-0000-023-162

5E125-0000-023-162

5E126-0000-023-162

5E122-0000-023-162

5E123-0000-023-162

5E201-0000-023-023

5E106-0000-023-117

6B616-0000-064-883
6B616-0000-061-883

5E069-0000-023-023

5E301-0000-019-031

6B636-0000-063-883

1 プレイン容器 105 Lamp専用容器 106 Lamp専用容器 107 T-SPOT・TB専用容器 114 百日咳菌核酸
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梅
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　応

感

　染

　症

　関

　連

検 査 項 目 検体量
(mL) 検査方法 基  準  値 提出条件

・備考容器 検査目的および異常値
を示す主な疾患名項目コード

［1359］クラミジアトラコマチスIgG、IgA ［5038］クラミジクラミドフィラ（クラミジア）ニューモニエIgG

※2：28日以降に採血した血清による再検査をお勧めいたします。

EIU＜30
30≦EIU≦45

EIU＞45

EIU値 判　定
陰性（－）

判定保留（±）※2
陽性（＋）

0.900未満
0.900～1.099

1.100以上

Cut off index 判　定
陰性（－）

判定保留（±）
陽性（＋）

［5229］クラミジアトラコマチスＩｇＭ

※1：10日以降に採血した血清による再検査をお勧めいたします。

0.90未満
0.90～1.09
1.10以上

Cut off index 判　定
（－）

（±）※1
（＋）

［5039］クラミジクラミドフィラ（クラミジア）ニューモニエIgA

※3：28日以降に採血した血清による再検査をお勧めいたします。

EIU＜8
8≦EIU≦12

EIU＞12

EIU値 判　定
陰性（－）

判定保留（±）※3
陽性（＋）

［5040］クラミジクラミドフィラ（クラミジア）ニューモニエIgM

※4：10日以降に採血した血清による再検査をお勧めいたします。

S/CO＜0.5
0.5≦S/CO≦1.1

S/CO＞1.1

S/CO値 判　定
陰性（－）

判定保留（±）※4
陽性（＋）

実施料
判断料

保存
（安定性）

所要
日数

血清0.3

血清0.3

血清0.2

血清0.2

血清0.2

血清0.2

呼気
12cc

前後各2本

血清0.2

血清0.3

血清0.5

血清0.3

血清0.3

RPR

RPR

クラミドフィラ
（クラミジア）
ニューモニエ

クラミジア
トラコマチス
抗体

尿素呼気試験ユービット

TPHA（TPPA）

TPHA（TPPA）

FTA-ABS定性

FTA-ABS-IgM抗体

1359

5229

5038

5039

4585

5040

2523

0307

2524

0308

0312

5297

梅
毒
定
性
梅
毒
定
量

1

1

1

1

1

UBＴ

LA法

EIA法

ELISA法

ELISA法

IR法

PA法

PA法

FA法

蛍光抗体法

陰性（－）

0.90未満
陰性

判定基準：下記参照

陰性（－）
判定基準：下記参照

30未満　陰性
判定基準：下記参照

8未満　陰性
判定基準：下記参照

0.5未満　陰性
判定基準：下記参照

陰性

80未満

陰性

15❸
免疫

206❶
免疫

70❷
免疫

75❷
免疫

160❷
免疫

70❹
微生物

32
免疫

34❸
免疫

53
免疫

142
免疫

IgG

IgA

IgM

冷蔵

冷蔵

冷蔵
（21日）

室温

冷蔵

冷蔵

冷蔵

ユービット服用
20分後の⊿13C

（投与前との差）
2.5‰（パーミル）
未満を（－）

各感染診断用剤（ユ
ービット）の用法・容
量及び使用上の注
意をご確認の上、服
用下さい。また、呼
気の採取方法は採
取容器（チューブ）
に添付している説明
書をご確認下さい。

倍

LA法 1.0未満
R.U.

※02

※02

※06

※02

※01

IgA・IgG

IgM

2～3

2～3

2～3

2～3

3～5

4～6

3～5

2～3

4～5

3～5

❶グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体は、クラミジア・トラコマチス抗原検出不能又は検体採取の困難な疾患（骨盤内感染症、卵管炎、副睾
丸炎、新生児・乳児肺炎等）の診断に際し、ＩｇＧ抗体価又はＩｇＡ抗体価を測定した場合又は新生児・乳幼児肺炎の診断に際し、ＩｇＭ抗体価を測定した場
合に算定する。ＩｇＧ抗体価、ＩｇＡ抗体価及びＩｇＭ抗体価のうち2項目以上を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

❷クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体を、クラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体又はクラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体と併せて実施した場合は、主
たるもの1つに限り算定する。

❸梅毒血清反応（ＳＴＳ）定性、梅毒血清反応（ＳＴＳ）半定量及び梅毒血清反応（ＳＴＳ）定量は、従来の梅毒沈降反応（ガラス板法、ＶＤＲＬ法、ＲＰＲ法、凝
集法等）をいい、梅毒血清反応（ＳＴＳ）定性、梅毒血清反応（ＳＴＳ）半定量及び梅毒血清反応（ＳＴＳ）定量検査ごとに梅毒沈降反応を併せて2種類以
上ずつ行った場合でも、それぞれ主たるもののみ算定する。

❹尿素呼気試験（ＵＢＴ）を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関す
る取扱いについて」（平成12年10月31日保険発第180号）に即して行うこと。

リコール
0.5mL

（滅菌スピッツ）

梅毒

クラミジア・トラコ
マチス感染症
新生児：新生児結
膜炎、肺炎
男性：尿道炎
女性：子宮頚管炎、
　　 咽頭炎

ヘリコバクター・
ピロリ感染症

肺炎クラミドフィラ感染症
（急性上気道炎）
（急性気管支炎）
（肺炎）

5E020-0000-023-023

5E019-0000-023-023

5E031-0000-023-023

5E032-0000-023-023

5E033-0000-023-023

6Z100-0000-098-203

5E074-1351-023-062

5E075-1351-023-117

5E074-1352-023-062

5E075-1352-023-117

5E079-1351-023-161

5E080-1351-023-161

1 プレイン容器

免疫学的検査

感染症関連　梅毒血清反応

感染症関連　梅毒血清反応
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